
R8.1.1～R9.3.31 

はい 

はい 

いいえ 

R5.2.28 以前 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

R7(2025).12.31 以前 

いいえ 

 

 

 

 

◆まずはこのフローチャートで補助金の対象となるかご確認ください。◆ 

          注）様々なご事情により対象とならないケースもあります。 

 募集要項やＱ＆Ａで詳しく説明していますので必ずご確認ください。 

 

▼スタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※①については引越先に、②③については対象となる新潟市内の住宅に居住し、住民登録をしている必要があります。 

①引越費用のみ 

対象となりません。 

婚姻届を提出し、受理され

た日はいつですか？ 

対象となりません。 

婚姻時の年齢は、夫婦双方 

とも 39 歳以下ですか？ 

※1 所得の金額は、市町村が発行する

「令和 8 年度所得・課税証明書」の 

「合計所得金額」で判断します。 

 Ｑ＆Ａに詳しい確認方法を記載して

います。 

R7（2025 年）1 年間の夫婦 

の所得の合計額は 500 万円

未満ですか？（※1） 

次の費用が対象です。 

・R8.4.1～R9.3.31 に、引越業者など

に支払った引越費用 

レンタカーや自らで行った引越は対象と

なりません。 

③賃貸住宅 

②住宅を取得 

（新築、建売、中古） 

次の費用が対象です。 

R8.4.1～R9.3.31 に支払った 

・賃貸住宅初期費用 

（敷金、礼金、仲介手数料） 

・家賃（賃料、共益費…３か月分まで） 

・引越業者などに支払った引越費用 

R8.4.1～R9.3.31 の期間に次

の支払いをしましたか？ 

（※2 婚姻前でも対象となる場合

があります。） 

次の費用が対象です。 

R8.4.1～R9.3.31 に支払った 

・住宅取得費用（建物分のみ） 

・引越業者などに支払った引越費用 

※2 婚姻日より前に支払った費用

のうち、婚姻を前提として同居し

ている等確認できる場合は、対象

となる場合があります。 対象となりません。 

貸与型奨学金の返済者

がいる場合 

「夫婦の合計所得から

R7 年分（1 年間）の返

済額を控除」 
 

 

返済額控除後、夫婦の

所得の合計額が 500 万

円未満ですか？ 


